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III. リース会社 

 リース外部給電器の補助金交付申請は、リース会社が行い、補助金もリース会社に交付され

ます。但し、補助金の主旨が、外部給電器の購入経費の一部を補助することですので、補助金

相当額は外部給電器のリース料金を支払う使用者の月々のリース料金に還元されることが条

件です。 

 

 リース期間は原則処分制限期間以上であることが必要です。 

 

 

III－１． 補助金交付申請 

１． 必要書類一覧 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 補助金交付申請書 P22 
様式 1-2 

（全２枚） 

(2) 申請者（リース会社）を確認する書類 P23 様式８ 

(3) 借受者（リース契約者）を確認する書類 P23 様式８ 

(4) 申請の外部給電器を確認する書類 P24  

✑ センターが様式を指定する書類は、センターのホームページからダウンロードしてお使い下さ

い。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

 

＜書類送付先＞ 

〒103-0027 

東京都中央区日本橋一丁目 16 番 3 号 日本橋木村ビル９階 

一般社団法人 次世代自動車振興センター 

令和 3 年度 CEV 補助金（車両・外部給電器）受付窓口 係 

  



22 
 

 

 

２． 必要書類の詳細説明 
（１） 補助金交付申請書 

 補助金交付申請書（様式 1-2）は外部給電器１台につき 1 部（全２枚）提出して下さい。  

 

記入項目 留意事項 

１．申請者に関

する事項 

・申請者は、リース会社です。 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・「法人番号」は国税庁から指定されている法人番号（13 桁）を記入してくだ

さい。 

✰（注意）法人番号は、登記簿等に記録された会社法人等番号（12 桁）の

頭に 1 桁の数字を付して 13 桁にしたものです。 

✰（注意）申請者への補助金交付等に関する情報が、国の gBizINFO サイト

にて公表されます。 

✰（注意） 支店等が申請する場合は、支店が登記されていること、支店等

の代表者が代表権を持っていることが必要です。支店等の代表者が代表

権を持っていない場合は、代表権者から申請者への委任状（様式は自

由）を添付して下さい。 

✍委任状記載事項 

委任事項 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（車両・充

電インフラ等導入事業）に関連する一切の事項 

委任者 住所、氏名、㊞ 

代理人 住所、氏名、㊞ 
 

２．申請書に関

する連絡先 

・補助金交付申請書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合

わせ先担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社

の担当者ではありません） 

３．リース契約

に関する事項 

・「(2)使用・賃借者住所」は、使用者となる法人の本社の住所を記入して下

さい。 

４．外部給電器

の保管場所等

に関する事項 

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

５．外部給電器

に関する事項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外

部給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・外部給電器の発注は、交付決定通知書発行日以降である必要がありま

す。「交付決定」は「補助金交付申請書」がセンターに到着してから 1 ヶ月程

度で行います。これらを考慮した購入スケジュールを検討いただき、「発注

予定日」「支払完了予定日」を記入してください。 

【申請内容確認

欄】 

・補助金交付申請書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のため

に記入下さい。 

６．補助金額に

関する事項 

・当センターHP の補助対象外部給電器一覧「銘柄ごとの補助金交付額【外

部給電器】」の標記内容を確認の上、正確に記入してください。 

・購入予定の外部給電器本体（付属品を除く）の税抜価格を記入して下さ

い。（値引きがある場合は値引後の税抜価格を記入して下さい） 
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７．利益等排除

に関する事項 

・補助金申請するリース外部給電器の使用者・賃借者とそのリース外部給電

器の製造会社との関係を確認します。 

 ア又はイの該当する方に○印をして下さい。 

・補助金申請をするリース外部給電器の使用者・賃借者が、そのリース外部

給電器の製造者である場合のみ、利益等排除の対象になります。 

☞利益等排除に関する詳細は、参考２「クリーンエネルギー自動車導入

促進補助金（車両・充電インフラ等導入事業）業務実施細則」別表４参

照 

８．申請要件等

の確認 

・確認すべき申請要件について確認し、補助金交付申請書 1 枚目の「申請

者に関する事項」と同じように、公印による押印または代表者による署名を

お願いします。 

【リース会社が申請する場合に確認すべき要件】 

①～⑨は必ず確認して下さい。 

 

（２） 申請者（リース会社）を確認する書類 

 申請者の名称およびリース事業を行っていることが確認できる下記書類。 

（発行後３ヶ月以内のもの。複写したもので可。） 

◉ 商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書又は現在事項証明書）の写し 

 センターが指定する様式（様式８）の役員名簿 

・様式 8 の欄外に記載されている（注）を確認後、全項目を記入して下さい。 

                                  

✰（注意） 申請者は、補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず

確認しなければなりません。 

☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 

✰（注意） 転リースの場合は、中間リース会社も同様の書類を提出して下さい。 

 

（３） 借受人（リース契約者）を確認する書類 

 

借受人の種類 必要な書類 

地方公共団体  書類は必要なし 

地方公共団体

以外の法人 

 借受人が確認できる下記書類。発行後３ヶ月以内のもの。 

◉ 商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書又は現在事項証明

書）の写しのコピー 

 センターが指定する様式（様式８）の役員名簿 

・様式８の欄外に記載されている（注）を確認後、全項目を記入して下さ

い。 

✰（注意） 補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を

必ず確認しなければなりません。 

☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 
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法人格を持た

ないその他団

体等 

 マンション管理組合 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書のコ

ピー等） 

 町内会（認可地縁団体） 

自治体の証明書類のコピー 

 共同住宅のオーナー 

マンション等であることを証する書類等（確認申請済み届出書・賃

貸借契約書のコピー等） 

 
（４） 申請の外部給電器を確認する書類 

 申請者あての見積書の写しを提出して下さい。 

提出する見積書には「メーカー名、型式、購入予定価格」の記載が必要となります。 

 

 
 
✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜リース会社＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 補助金交付申請書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されています

か？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（見積書の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 補助金交付申請書（様式 1-2）   ＜原本＞ 

◇ 商業登記簿の全部事項証明書の写し ＜複写可>  

◇ 役員名簿（様式 8）  ＜原本＞ 

◇ 見積書 ＜複写＞ 

★使用者がその他の法人の場合（地方公共団体の場合は不要） 

◇ 商業登記簿の全部事項証明書の写し ＜複写可>  

◇ 役員名簿（様式 8）  ＜原本＞ 

□ 申請する補助対象外部給電器の保有義務期間（処分制限期間）３年を確認しまし

たか？ 

□ 申請者が反社会的勢力及びそれに準ずる者でないことを「暴力団排除に関する誓

約」に基づいて確認しましたか？ 
☞ 「暴力団排除に関する誓約」は、12 ページ（添付４）参照 
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III－２． 実績報告 

１． 必要書類一覧 
 

必要書類 
詳細説明 

参照ページ 
書類様式 

(1) 実績報告書 P25 
様式 18 

（全２枚） 

(2) 外部給電器の購入完了を確認する書類 P26 様式 19 

(3) 外部給電器の発注について確認する書類 P26  

(4) 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 P26  

(5) 外部給電器代金の支払いを確認する書類 P27  

(6) 
補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のた

めの書類 
P27 様式 11 

（7） リース契約の確認書類 P27  

（8） リース料金の確認書類 P27 様式 3 

✑ センターが様式を指定する書類は、センターのホームページからダウンロードしてお使い下さ

い。 

✑ 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

 

＜書類送付先＞ 

〒103-0027 

東京都中央区日本橋一丁目 16 番 3 号 日本橋木村ビル９階 

一般社団法人 次世代自動車振興センター 

令和 3 年度 CEV 補助金（車両・外部給電器）受付窓口 係 

 

２． 必要書類の詳細説明 
（１） 実績報告書 

 実績報告書（様式 18）は外部給電器１台につき 1 部（全２枚）提出して下さい  

 実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払い又は支払い手続きの完了の

日または納品日の遅い方から起算して 30 日以内、もしくは 2022 年 3 月 1 日(必着）のいず

れか早い日までに、センターに提出して下さい。 

記入項目 留意事項 

交付決定番号 交付決定通知書に記載されている内容を記入してください。 



26 
 

１．申請者に関

する事項 

・「代表者名」は代表権をお持ちの方の氏名をお願いします。 

・補助金交付申請書から申請者の名前・住所の変更があった場合は、「変更

届け出書」（様式 5）の提出が必要となります。（P31 参照） 

２．実績報告書

に関する連絡

先 

・実績報告書の審査の過程で確認事項が発生した場合の、問い合わせ先

担当者の連絡先を正確に記入して下さい。（外部給電器販売会社の担当者

ではありません） 

３．外部給電器

の保管場所

等に関する事

項 

・外部給電器本体の保管場所の住所・保管場所名を記入してください。 

（保管場所名の記入例：●●公民館、◆◆市役所庁舎、□◆駅前販売店） 

・外部給電器運用・管理担当者の連絡先を正確に記入してください。 

４．外部給電器

に関する事項 

・購入された外部給電器の情報を記入ください。 

・外部給電器の機種は、補助金交付申請時と同じである必要があります。 

５．補助金額に

関する事項 

・交付決定通知書に記載されている交付決定額と購入実績価格（税抜き）を

記入ください。 

【申請内容確認

欄】 

・実績報告書の１枚目と２枚目がバラバラになった場合の確認のために記入

下さい。 

６．補助金振込

先に関する事

項 

・口座名義は、申請者名義の口座として下さい。フリガナも必ず記入して下

さい。（「1.申請者に関する事項」の「(2)法人名」と同一の名義） 

代表者等の個人名の口座には振り込めません。 

・記載ミスにより振込みができないケースが多くあります。振込先を確認でき

る通帳のコピーを添付してください。 

 

（２） 外部給電器の購入完了を確認する書類 

 外部給電器購入完了報告書（様式１９）ならびに、型式・シリアルナンバーを含む必要事項

が記載された保証書（複写）を、外部給電器１台につき１部提出して下さい。 

・ 外部給電器購入完了報告書は、申請者が外部給電器販売業者等に作成を依頼し、提出し

て下さい。 

・ 新規に購入された外部給電器である必要があります。（中古品は不可） 

・ 発注日は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

 

（３） 外部給電器の発注について確認する書類 

 発注者、発注日、発注先が明示されている下記書類を提出して下さい。 

・ 商品名・型式が記載された注文書、発注書等（複写） 

（書類中の外部給電器発注者名と補助金申請者名が一致していること） 

 
（４） 外部給電器の購入実績価格等を確認する書類 

 購入価格が明示されている下記書類を提出して下さい。 

・ 商品名・型式が記載された注文書、請求書、契約書等（複写） 

（書類中の外部給電器購入者名と補助金申請者名が一致していること） 
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（５） 外部給電器代金の支払いを確認する書類 

 外部給電器代金の全額分の支払い又は支払い手続きが確認できる支払証憑（複写可）を提

出して下さい。 

【支払証憑の例】 

◉ 申請者宛ての領収証 （「領収証（控）」は不可） 

◉ （銀行振込み等で領収証が無い場合） 銀行発行の振込み証明書（振込金受取書等） 

✰（注意） 

・ 外部給電器代金の全額分に相当する領収証が複数枚に分かれる場合は、複数枚の領

収証の複写を提出して下さい。 

・ 入金証明書の類は領収証として扱えません。 

 
（６） 補助金を受けた外部給電器（取得財産等）の管理のための書類 

 センターが指定する「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」（様式 11）を提出して下さい。 

 補助金を受けた外部給電器は、３年の保有義務期間（処分制限期間）があり、その間は、当

書類を備え付け、管理しなければなりません。 

☞処分制限期間は 12 ページ参照 

 
（７） リース契約の確認書類 

 リース契約書（賃貸借契約書）の複写を提出して下さい。 

【提出書類の条件】 

・ リース契約成立後の契約書であること。 

・ リース期間、リース料金、外部給電器（メーカー名、型式、製造番号等）が記載されているこ

と。 

✰（注意）転リースの場合は中間リース会社のリース契約書（賃貸借契約書）の複写も必要

です。 

 

（８） リース料金の確認書類 

 センターが指定する「貸与料金の算定根拠明細書」 （様式３）を提出して下さい。 

✰（注意） 「貸与料金の算定根拠明細書」 （様式３）の記載内容の要件 

‧ 月々のリース料金（消費税抜き）に補助金相当額が還元されていること。 

‧ リース料金総額から計算した差額と月額リース料金から計算した差額が同額となるこ

と。 

（補助金相当額を全額一括して貸与先（使用者）に還元しないこと） 

‧ リース契約期間は、原則、処分制限期間以上であること。 

‧ リース契約期間が処分制限期間未満の場合は、リース会社が 処分制限期間に達

するまで保有しなければなりません。その旨を「貸与料金の算定根拠明細書」 の誓

約欄に記入捺印の上、提出して下さい。 

✰（注意） 転リースの場合には、中間リース会社作成の「貸与料金の算定根拠明細書」         

（様式３）も提出して下さい。 
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✰（注意） 公印による捺印または代表者による署名をお願いします。 

署名は代表者から権限委任を受けた同一法人内の代理権者による署名も認めますが、

その場合は委任状（様式 14）の写しの添付が必要です。 



29 
 

✐書類提出にあたり、以下の点をもう一度確認下さい 

＜リース会社＞ 

✰ 書類に不備がある場合は申請受付とはなりません。 

□ 実績報告期間に間に合っていますか？ 
実績報告書は、当該外部給電器に係る購入費全額の支払い又は支払い手続きの完了の

日または納品日の遅い方から起算して 30 日以内、もしくは 2022 年 3 月 1 日(必着）のいず

れか早い日までに、センターに提出して下さい。 

☞8 ページ参照 

□ 外部給電器の発注・納品の日付は期限等に合っていますか？ 
外部給電器の「発注」は、交付決定通知書発行日以降である必要があります。 

☞8 ページ参照 

□ 実績報告書及びその他様式に、必要事項が、もれなく記入されていますか？ 

□ 申請者の名前と書類等に記載された名前は、全て一致していますか？ 
（補助金振込口座名義人、購入完了報告書・保証書・領収証等の宛名） 

□ 必要書類は全て整っていますか？  
 添付する複写（コピー）は、片面コピーで、Ａ4 サイズでお願いします。 

◇ 実績報告書（様式１８）   ＜原本＞ 

◇ 外部給電器購入完了報告書（様式１９） ＜原本＞ 
◇ 保証書 ＜複写 必要事項すべて記載のこと＞ 
◇ 注文書/請求書/契約書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 領収証/振込証明書等 ＜複写 いずれか 1 つ＞ 

◇ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細書（様式 11） ＜複写＞ 

◇ リース契約書 ＜複写＞ 

◇ 貸与料金の算定根拠明細書（様式 3） ＜原本＞ 

 
 

  


